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事業系ごみとは？ 

●「事業系ごみ」とは、事業活動（事業所）から発生するごみを指します。 
 （事業所の例：事務所、店舗、病院、学校） 

● 事業系ごみは、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられ、それぞれ収集運 
 搬方法や処分方法が異なります。 

● 事業系ごみは、収集運搬許可業者に収集を委託するか、自ら施設に持ち込み、 
 処理しましょう。 

● 家庭ごみと処理方法が異なりますので、事業者自らの責任で適正に処理をしま 
 しょう。 

● 居住と事業所が一体であっても、事業活動に伴って出たごみを家庭ごみとして
排出することはできません。 

 事業系ごみは、家庭用ごみステーションには出せません。 
     ５年以下の懲役若しくは1,000万円以下（法人には３億円以下）の 

罰金又はこれの併科 

事業系ごみを家庭ごみとして排出してはいけません 

罰則 

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

ごみの区分 

ごみ 
（廃棄物） 

 
 

  

事業系ごみ 
事業活動から 

出るごみ 

  

  

家庭系一般廃棄物 

特別管理一般廃棄物 
特別管理産業廃棄物 

感染性・有害なごみ（指定品目） 
 ● 注射針や医療行為によるごみなど 
 ● 著しく強い酸・アルカリなど 

事業系一般廃棄物 
事業活動から出るごみのうち、 
産業廃棄物に該当しないもの 

 

産業廃棄物 
事業活動から出るごみのうち、 

法令に定められた２０品目 
 

家庭ごみ 
家庭から出るごみ 

→ 3ページをご覧ください。 

→ 3ページをご覧ください。 
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事業系一般廃棄物 

 

産業廃棄物 

 

事業活動から出るごみのうち、廃棄物処理法等で定められた特定の下記20品目 

● 全ての事業活動に共通するもの 

種 類 具 体 例 

① 燃え殻 石炭がら、灰かす、焼却炉の 
残灰、炉清掃排出物など 

② 汚泥 工場排水などの処理後に 
残るものなど 

③ 廃油 動植物性油、鉱物性油、 
洗浄用油、溶剤など 

④ 廃酸 硫酸、塩酸、写真定着液など 
すべての酸性廃液 

⑤ 廃アルカリ ソーダ液、写真現像液など 
すべてのアルカリ廃液 

⑥ 廃プラスチック類 廃発泡スチロール、 
プラスチック製品・容器包装など 

種 類 具 体 例 

⑧ 金属くず 鉄くず、非鉄金属くず、 
金属製品など 

⑨ ガラスくず 
   コンクリートくず 
   陶磁器くず 

空きビン、ガラス製品、 
陶器製品、石膏ボード、 
レンガくずなど 

⑩ 鉱さい 高炉、転炉、電気炉等の残渣、 
不良鉱石、不良石炭など 

⑪ がれき類 工作物の新築・改築または除去
に伴って生じたコンクリートなど 

⑫ ばいじん 大気汚染防止法で規定するばい
煙発生施設等で集められたもの 

⑦ ゴムくず 天然ゴムくず 

● 特定の事業活動に伴うもの 

種 類 業 種 例 

⑬ 紙くず 
製紙業、建設業、 
印刷物加工業など 

⑭ 木くず 
建設業、木製品製造業 など 
※ 貨物の流通のために使用 
  した木製パレット等を含む 

⑮ 繊維くず 建設業、繊維製造業 など 

種 類 業 種 例 

⑯ 動植物性残さ 食品製造業 など 

⑰ 動物系 
      固形不要物 と畜場 など 

⑱ 動物のふん尿 畜産業 

⑲ 動物の死体 畜産業 

● その他 
⑳ 上記①～⑲に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもので、 
  これらの産業廃棄物に該当しないもの（コンクリート固形物など） 

●家電リサイクル法対象品目（テレビ、
冷蔵庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥
機）は家電リサイクル法により処理して
ください。 

江別市内の事業所から出るごみのうち、産業廃棄物以外のごみ 

● 事務所から出る紙ごみ 

   オフィス用紙、新聞紙 など 

● 木類・刈草 

   剪定木、木製家具（机・椅子） など 

● その他 

   作業着、布など 

● 飲食店や事務所から出る生ごみ 

   食べ残し、売れ残り、調理くず など 

● 従業員の飲食に伴うもの 

   びん、かん、ペットボトル、弁当がら など 

処理方法 ① 

収集運搬許可業者に処理を委託 

  6ページをご覧ください。 

処理方法 ② 

自ら市の処理施設に搬入 

  7ページをご覧ください。 

処理方法 ①産業廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託 

②産業廃棄物処分業許可業者に自ら搬入 
６ページをご覧ください。 


